
＜
特
用

林
産
振

興
施
設

等
の
整

備
＞

６
特
用

林
産
物

活
用
施

設
等
整

備
事

業
内

容
：

特
用

林
産

物
の

生
産

基
盤

の
強

化
や

作
業

の
効

率
化

等
特

用
林
産

物
の
活

用
体
制

の
整
備
を

行
う
。

収
事

業
実

施
主

体
支 を

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

メ
ニ

ュ
ー

事
業
種

目
事

業
内

容
工

種
伴

備
考

う 施 設

特
用

林
産

振
興

施
設

06
特

用
林

産
物

活
特

用
林

産
物

生
特

用
樹

林
造

成
、

－
－

1
/
2

1
/
2

1/
2

1
/
2

1/
2

1
/
2

1
/
2

1
/
2

1
/
2

－
1
/
2

等
の

整
備

用
施

設
等
整
備

産
基
盤

整
備

※
山

菜
・

薬
草

等
造

７
成

、
作

業
道

等
整

備
、

ほ
だ

場
等

造
成

特
用

林
産

物
生

特
用

林
産

物
生

産
－

1
/
2

1
/2

1/
2

1
/2

1/
2

1
/
2

1
/2

1
/
2

1
/2

1/
2

1
/2

産
施

設
※

６
、

施
設

装
置

、
特

用
８

、
1
0

林
産

物
生

産
用

機
械

特
用

林
産

物
加

特
用

林
産

物
加

工
○

－
1
/
2

1
/2

1/
2

1
/2

1/
2

1
/
2

1
/2

1
/
2

1
/2

1/
2

1
/2

工
流

通
施

設
※

・
貯

蔵
施

設
装

置
、

６
、

８
、

９
、

特
用

林
産

物
集

出
1
0

荷
・

販
売

施
設

装
置

、
特

用
林

産
物

加
工

流
通

用
機

械

廃
床

等
活

用
施

廃
床

等
活

用
施

設
1/

2
1
/
2

1
/2

1/
2

1
/2

1/
2

1
/
2

1
/2

1
/
2

1
/2

－
1
/2

設
装

置
、

廃
床

等
活

用
機

械

特
用

林
産

物
獣

特
用

林
産

物
防

護
－

1/
2

1
/
2

1
/2

1/
2

1
/2

1/
2

1
/
2

1
/2

1
/
2

1
/2

－
1
/2

害
対

策
施

設
施

設
装

置

(
１

)
採

択
基

準
①

受
益

範
囲

に
お
い

て
、
当

該
特
用
林

産
物

の
生

産
量

若
し

く
は

生
産

性
若

し
く

は
生

産
コ

ス
ト

の
目

標
が

原
則
と

し
て
都

道
府
県

の
目
標
値

以
上
又

は
目
標

値
の
伸
び

率
以
上

で
あ
る

こ
と
。

②
施

設
の
規

模
、
性

能
等
は

、
受
益
範

囲
、

利
用

計
画

等
か

ら
み

て
適

切
な

も
の

と
す

る
こ

と
。

③
１

事
業
費

は
、
お

お
む
ね

3
0
0
万

円
以
上

と
す
る

。
た
だ

し
、
特
用

林
産
物

生
産
基

盤
整
備

及
び
特
用

林
産
物

獣
害
対

策
施
設

に
つ
い
て

は
、
お

お
む
ね

1
0
0
万
円
以
上

と
す
る

。
(
２

)
細
則

①
事

業
実
施

主
体
に

つ
い
て

ア
森
林
組

合
（
※

１
）

Ⅱ
の

１
の

(
２

)
の

①
の

ア
に

準
ず

る
。

イ
林
業
者

等
の
組

織
す
る

団
体
（
※

２
）

(
ア

)
林

業
を

営
む

者
（

特
用

林
産

物
の

生
産

を
行

う
者

を
含

む
。
）
、

森
林

組
合

、
森

林
組

合
連

合
会

、
農

事
組

合
法

人
、

農
業

協
同

組
合

及
び

農
業

協
同

組
合

連
合

会
が

主
た

る
構

成
員

又
は

出
資

者
（

原
則

と
し

て
、

事
業

実
施

地
域
に

お
い

て
事
業

を
行
っ

て
い
る

者
又
は

居
住
す
る

者
に

限
る

。
）

と
な

っ
て

お
り

、
か

つ
、

こ
れ

ら
の

者
が

そ
の

事
業
活
動

を
実
質

的
に
支

配
す
る
こ

と
が
で

き
る
と

認
め
ら

れ
る
団
体

（
中
小

企
業
等

協
同
組

合
を
含
む
。
）

と
す
る

。
た
だ

し
、
特

用
林
産

物
の
生
産

を
行

う
者

、
農

事
組

合
法

人
、

農
業

協
同

組
合

及
び

農
業

協
同
組
合

連
合
会

が
主
た

る
構
成

員
又
は
出

資
者
と

な
り
得

る
の
は
、

特
用
林

産
物
に

係
る
施

設
を
整
備

す
る
場

合
に
限

る
も
の

と
す
る
。

市 町 村

都 道 府 県

地 方 公 共 団 体 等 が 出

資 す る 法 人 （ 第 ３ セ

ク タ ー 等 ※ ３

生 産 森 林 組 合

森 林 組 合 ※ １

森 林 組 合 連 合

会
農 業 協 同 組 合

農 業 協 同 組 合

連 合 会

農 事 組 合 法 人

林 業 者 等 の 組

織 す る 団 体

※ ２
地 域 材 を 利 用

す る 法 人 ※ ４

特 認 団 体 ※ ５



林
業

者
等
の

組
織
す

る
団
体
の

う
ち

法
人

格
の

な
い

事
業

実
施

主
体

に
あ

っ
て

は
、

特
定

の
構
成
員

の
加
入

脱
退
と

関
係
な

く
、
一
体

と
し
て

経
済
活

動
の
単
位

に
な
っ

て
い
る

も
の
に

限
る
も
の

と
す
る

。
(
イ

)
Ⅱ
の

１
の

(
２

)
の

①
の

イ
の

(
イ

)
に

準
ず

る
。

ウ
地
方
公

共
団
体

等
が
出

資
す
る
法

人
（

※
３

）
(
ア

)
林

業
を

営
む

者
（

特
用

林
産

物
の

生
産

を
行

う
者

を
含

む
。
）
、

森
林

組
合

、
森

林
組

合
連

合
会

、
農

事
組

合
法

人
、

農
業

協
同

組
合

若
し

く
は

農
業

協
同

組
合

連
合

会
（

こ
れ

ら
の

者
の

う
ち

、
原

則
と

し
て

、
事

業
実

施
地

域
に
お

い
て

事
業
を

行
っ

て
い

る
者

又
は

居
住

す
る

者
に

限
る

。
）

及
び

地
方

公
共

団
体

が
主

た
る

構
成

員
又

は
出

資
者

と
な

っ
て

い
る

若
し

く
は

地
方

公
共

団
体

の
み

が
出

資
者

と
な

っ
て

お
り

、
か

つ
、

こ
れ

ら
の

者
が

そ
の

事
業

活
動

を
実

質
的

に
支

配
す

る
こ

と
が
で
き

る
と
認

め
ら
れ

る
法
人
で

林
業

の
振

興
を

目
的

と
す

る
も

の
と

す
る

。
た
だ

し
、
特

用
林
産

物
の
生
産

を
行

う
者

、
農

事
組

合
法

人
、

農
業

協
同

組
合

及
び

農
業

協
同
組
合

連
合
会

が
主
た

る
構
成

員
又
は
出

資
者
と

な
り
得

る
の
は
、

特
用
林

産
物
に

係
る
施

設
を
整
備

す
る
場

合
に
限

る
も
の

と
す
る
。

(
イ

)
Ⅱ

の
１
の

(
２

)
の

①
の
ウ
の

(
イ

)
に

準
ず
る

。
エ

地
域
材

を
利
用

す
る
法

人
（
※
４

）
次
の
(
ア
)
か
ら

(
エ

)
ま

で
の
要
件

を
満
た

す
も
の

と
す
る

。
(
ア

)
特

用
林
産
物

の
生
産

、
加
工
又

は
流
通

を
行
う

者
が
主

た
る
構
成

員
又
は

出
資
者

と
な
っ

て
お
り
、

か
つ
、

こ
れ
ら

の
者
が

そ
の
事
業

活
動
を

実
質
的

に
支
配

で
き
る
と

認
め
ら

れ
る
法

人
と
す
る

。
(
イ

）
地
域

材
が
竹

材
の
場

合
に
あ
っ

て
は
、

地
域
に

賦
存
す

る
未
利
用

竹
資
源

を
有
効

的
に
利

活
用
す
る

こ
と
を

目
的
と

す
る
法

人
と
す
る

。
(
ウ

)
木

材
安
定
取

引
協
定

（
竹
材
の

安
定
取

引
協
定

を
含
む
。
）

の
締

結
等

に
基

づ
き

、
一

定
量

の
地

域
材
の

利
用
の

増
大
を

目
的
と
す

る
も
の

と
す
る

。
(
エ

)
施

設
費
に
よ

り
整
備

す
る
施
設

の
受
益

戸
数
は

、
木
材

安
定
取
引

協
定
等

の
締
結

者
と
す

る
。

オ
特
認
団

体
（
※

５
）

次
の
い

ず
れ
か

の
者
と

す
る
。

(
ア

)
工

種
ご

と
の

事
業

実
施

主
体

に
該

当
す

る
者

（
特

認
団

体
を

除
く

。
）

の
有

す
る

議
決

権
の

合
計

が
議

決
権
全

体
の
過

半
を
占

め
る
団
体

(
イ

）
そ

の
他

事
業

目
的

に
資

す
る

も
の

と
し

て
都

道
府

県
知

事
か

ら
協

議
の

あ
っ

た
団

体
カ

特
用
林

産
物
生

産
施
設

及
び
特
用

林
産

物
加

工
流

通
施

設
整

備
の

全
て

の
事

業
実

施
主

体
に

つ
い

て
（

※
６
）

特
用

林
産

物
の

生
産

原
料

資
材

等
に

木
材

又
は

竹
材

を
利

用
す

る
施

設
の

場
合

は
、

５
年

以
上

の
期

間
、

地
域

の
木

材
を

年
間

概
ね

1
0
0
㎥

（
竹

材
は

概
ね

3
0
t）

以
上
利
用

す
る
木

材
安
定

取
引
協
定

等
を
締

結
す
る

こ
と
。

②
特

用
林
産

物
生
産

基
盤
整

備
の
対
象

は
、

以
下

を
満

た
す

も
の

と
す

る
。
（

※
７

）
ア

特
用

樹
林

造
成

及
び

山
菜

・
薬

草
等

造
成

の
事

業
規

模
は

、
１

施
行

地
に

つ
き

、
0
.
1
h
a
以

上
と

す
る

。
イ

作
業
道

等
整
備

の
要
件

は
次
の
と

お
り

と
す

る
。

(
ア

)
作
業

道
の
開

設
及
び

改
良

ａ
補

助
対
象

と
す
る

作
業
道
は

、
都

道
府

県
知

事
が

定
め

た
作

業
道

開
設

基
準

に
適

合
す

る
も

の
と

す
る
。

ｂ
利

用
区
域

面
積

路
線
ご
と

に
利
用

区
域
面
積

が
次

に
掲

げ
る

基
準

に
お

お
む

ね
該

当
す

る
も

の
と

す
る

。
き
の
こ

：
伏
込

地
又
は
ほ

だ
場
が

１
h
a
以

上
、
な

ら
・
く
ぬ

ぎ
・
き

の
こ
原

木
等
：

３
h
a
以
上

、
桐
：

２
h
a
以

上
、
竹

：
２
h
a
以

上
、
そ

の
他
：

１
h
a
以

上
ｃ

延
長

：
作

業
道

の
開

設
に

当
た

っ
て

は
、

１
路

線
の

延
長

は
、

お
お

む
ね

1
0
0
m
以

上
と

す
る

。
ｄ

舗
装
は
部

分
施
工

と
す
る
。

(
イ

)
モ

ノ
レ
ー
ル

、
連
絡

道
の
施
設

の
規
模

、
構
造

等
は
、

そ
れ
ぞ
れ

の
目
的

に
合
致

し
た
も

の
と
す
る

。
③

特
用

林
産

物
生
産

施
設
及

び
特
用
林

産
物

加
工

流
通

施
設

の
整

備
を

行
う

に
当

た
っ

て
は

、
事

業
実
施
主

体
は
、

原
則
と

し
て
、

生
産
工
程

管
理
手

法
の
導

入
を
図
る

も
の
と

す
る
。
（
※

８
）

(
注

)
生

産
工

程
管

理
手

法
と

は
、

生
産

者
自

ら
が

、
①

作
業

の
計

画
を

立
て

、
チ

ェ
ッ

ク
シ

ー
ト

を
定

め
、

②
チ

ェ
ッ

ク
シ

ー
ト

を
確

認
し

作
業

を
行

い
、

記
録

し
、

③
記

録
を

点
検

し
、

改
善

点
を
見

出
し

、
④

次
回

の
生
産

に
活

用
す

る
と

い
う
工

程
管
理

を
行
う

た
め
の

一
連
の
手

法
の

こ
と

を
い

う
。

④
特

用
林
産

物
加
工

流
通
施

設
（
集
出

荷
施

設
に

限
る

。
）

の
整

備
を

行
う

に
当

た
っ

て
は

、
当

該
施

設
の
受
益

範
囲
内

の
関
係

者
と
の
調

整
を
行

っ
た
上

で
計
画

す
る
も
の

と
す
る
。
（

※
９
）

⑤
特

用
林

産
物

の
生

産
原

料
資

材
等

に
木

材
又

は
竹

材
を

利
用

す
る

特
用

林
産

物
生

産
施

設
又

は
特

用
林

産
物

加
工

流
通

施
設

の
整

備
を

行
う

事
業

に
つ

い
て

は
、

木
材

安
定

取
引

協
定

の
締

結
等

に
基

づ
き

、
５

年
以

上
の

期
間

に
わ

た
り

、
地

域
の
木

材
（

き
の
こ

原
木
、

お
が
粉

等
）
を
年

間
お

お
む

ね
1
0
0
㎥

以
上

、
又

は
地

域
の

竹
材

を
年

間
お

お
む

ね
3
0
ｔ
以

上
利
用

す
る
た

め
に
必
要

な
施
設

と
す
る
。
（

※
1
0）

⑥
特

用
林
産

の
振
興

を
図
る

た
め
に
必

要
な

施
設

の
整

備
を

行
う

事
業

に
お

い
て

、
必

要
と

認
め

ら
れ

る
場

合
、
事

業
実
施

主
体
は

施
設
の
貸

付
け
を

行
う
こ

と
が
で
き

る
こ
と

と
す
る

。
施

設
の
貸

付
け
を

行
う
に

当
た
っ
て

は
、

次
の

要
件

を
満

た
す

も
の

と
す

る
。

ア
事
業
実

施
主
体

は
、
市

町
村
、
森

林
組

合
、

森
林

組
合

連
合

会
、

地
方

公
共

団
体

等
の

出
資

す
る
法
人

、
農
業

協
同
組

合
及
び

農
業
協
同

組
合
連

合
会
と

す
る
。

イ
施
設
の

貸
付
け

を
受
け

る
者
（
以

下
「

利
用

者
」

と
い

う
。
）

は
、

林
業

（
特

用
林

産
物

）
生

産
活

動
に
積

極
的
に

取
り
組

む
意
志
の

あ
る
林

業
経
営

体
で
あ

る
こ
と
。

ウ
受
益
戸

数
は
、

原
則
と

し
て
５
以

上
の

林
業

経
営

体
で

あ
る

こ
と

。
エ

事
業
実

施
主
体

は
、
貸

付
け
に
係

る
管

理
規

程
又

は
利

用
規

程
を

定
め

、
目

的
、

管
理

責
任

者
、

貸
付

料
、
そ

の
他
必

要
な
事

項
を
明
ら

か
に
す

る
こ
と

。
オ

貸
付
料

は
、
「
事
業

実
施
主
体

が
負
担

す
る

金
額

（
事

業
費

－
補

助
金

）
／

施
設

の
耐

用
年

数
＋

年
間
管
理

費
」
以

下
で
あ

る
こ
と
。

カ
事
業
実

施
主
体

は
、
用

地
選
定
、

用
地

交
渉

、
敷

地
造

成
、

登
記

、
設

計
、

建
築

及
び

施
設

の
メ

ン
テ

ナ
ン
ス

等
を
責

任
を
持

っ
て
実
施

す
る
こ

と
。

キ
利
用
者

は
、
善

良
な
る

管
理
者
の

注
意

を
も

っ
て

利
用

す
る

こ
と

と
し

、
災

害
等

に
よ

り
当

該
施

設
に

異
常
が

起
き
た

場
合
は

、
速
や
か

に
事
業

実
施
主

体
に
報
告

す
る
こ

と
。

ク
事
業
実

施
主
体

と
利
用

者
の
間
に

お
い

て
は

、
貸

付
け

の
目

的
、

期
間

、
貸

付
料

、
貸

付
料

納
入
の
期

限
及
び

目
的
外

使
用
の

禁
止
等
の

事
項
に

つ
い
て

明
記
さ
れ

た
貸
付

契
約
を

締
結
す

る
こ
と
。

な
お
、

事
業
実

施
主
体

は
、
貸
付

契
約

の
締

結
に

当
た

っ
て

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

都
道

府
県

知
事
に
協

議
す
る

こ
と
。

⑦
収

支
を
伴

う
施
設

に
つ
い

て
表

中
の
収

支
を
伴

う
施
設

に
該
当
す

る
施
設

は
、
本

要
領
様

式
７
の
１

の
３
の

(
２

)
の

（
注
）

１
の
ア
を

参
照
の

こ
と
。

⑧
受

益
戸
数

は
、
従

事
者
数

と
し
、
５

以
上

と
す

る
。

(
３

)
そ

の
他

事
業

内
容
に

は
、
附

帯
施
設

の
整
備
を

含
む

。


